
令和５年１１月吉日 

 ご家族様 へ  

 

介護老人福祉施設 味酒野ていれぎ荘 

施設長 窪 田 里 美 

 

 

新型コロナウイルス等における感染対策緩和のお知らせ 

 

 

 

当施設における新型コロナウイルス感染症対策におきましては、特に、ご理解とご

協力をいただきありがとうございます。 

この度、新型コロナウイルス等における感染対策の段階に応じた緩和を行なう事

になりましたのでご報告させて頂きます。 

なお、ご不明な点、ご質問等は、お気軽に下記担当者にお問い合わせください。 

 

 

緩和内容について 

・県外在住のご家族の面会制限の撤廃 

・飲食を伴う外出および外泊の制限 

 

 

 詳細の内容に関しては別紙の通りとなっておりますのでご確認ください。 

１２月１日（月）より緩和と致しますが、年末年始にかけて感染拡大が懸念されます。

ご家族の皆様にお願いする対策内容があり、別紙にまとめておりますのでご確認い

ただきご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

介護老人福祉施設 味酒野ていれぎ荘 

          電話（０８９）９８９―５５７１ 

  担当：久保・浅野  

 

 



県外在住のご家族の面会制限の撤廃 

●県外在住、県外渡航されたご家族の方の面会については１２/１より県内在住者の対応

と同じ対応とさせていただきます。 

 

食事を伴う外出および外泊の制限について 

【外出・外泊後の感染対応】 

●１１/３０まで ・・・ ３日間の居室対応 

●１２/１から   ・・・ 居室対応は行わず、３日間の検温等の体調確認 

 

【食事を伴う外出・外泊ができる条件】 

下記４点が全て満たされる場合のみ可能となります。 

① 愛媛県内の定点当たりの患者数が１０名未満 

② 外出・外泊先のある保健所の定点当たりの患者数が１０名未満 

③ 前週からの増加率が２.００倍未満 

④ 接触されるご家族の方の体調が３日前から万全である。 

※①～③の条件は外出申請があった時点での数値とします。 

 

【届け出について】 

●感染状況の確認をするために、２週間前までにお願いします。 

 

【飲食時のご協力内容について】 

●食事は不特定多数の場ではなく、個室や自宅内でお願いします。 

●食事相手は後日連絡の取れる相手のみとさせて頂きます。 

●人数制限はありません。 

 

【家族への協力要請】 

●急激な感染者増加が報告されるもしくは施設内で感染者が発生した場合には、前日で

あったとしても、外出・外泊を中止していただく場合があります。 

●外泊・飲食を伴う外出後１週間は、ご家族様は体調に気を付け、発熱等体調不良があ

った際には速やかに味酒野ていれぎ荘に連絡をお願いします。 

●食事時以外は基本的にマスク着用で行動をお願いします。 

●外出先では不特定多数の人ごみは避けていただくようお願いします。 

 

※外泊・外出時に県外者がいた場合に関しましては、対象県の定点当たりの感染者数を確

認し、上記の内容と同じ対応をさせていただきます。 

※飲食を伴わない外出に関しては今まで通りの内容で実施が可能です。 

※参考に裏面に愛媛県のホームページ内にある定点あたりの患者数のページを載せていま

す。ご確認ください。 
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